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気候基準（2026年改正）の公表
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サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」（以下「気候基準」という）の改正が、
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）から2026年3月13日に公表されました。

スコープ3カテゴリー15の温室効果ガス排出の測定及び開示

 本公開草案の主なポイント
2025年12月11日に国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）により「温室効果ガス排出の開示に対する修正―IFRS 
S2号の修正」（以下「2025年公表のIFRS S2号の修正」という）が公表されたことを受け、SSBJはその基本的な方針
に基づき、 2025年公表のIFRS S2号の修正の内容を気候基準にすべて取り入れる改正を行いました。

2025年公表のIFRS S2号の修正と整合的に、気候基準における温室効果ガス（GHG）排出に関する定めについて、
主に以下の点が改正されています。
• スコープ3のGHG排出量を測定・開示するにあたり、カテゴリー15から以下のGHG排出を除外できる容認規定を追加

• ファイナンスド・エミッション以外のGHG排出
• デリバティブに係るGHG排出

• ファイナンスド・エミッションの絶対総量及びグロス・エクスポージャーを産業別に分解するために用いることが要求される
産業分類システムを、「世界産業分類基準」（GICS）から「気候関連の移行リスクに対するエクスポージャーを理解
するうえで有用な情報をもたらす方法で相手方を産業別に分類することができる産業分類システム」に修正

• 気候基準第49項ただし書きの救済措置（GHGプロトコルとは異なる方法を用いることができる）は、報告企業の
一部（グループ内の一部の企業、支店、事業所等）にも適用可能であることを明確化

• 法域の当局等が、最新の「気候変動に関する政府間パネル」（IPCC）の評価における地球温暖化係数
（GWP）とは異なるGWPの使用を要求している場合、当該GWPを用いることができる救済措置を追加

背景

概要

2027年1月1日以後終了する年次報告期間から適用（早期適用可能）されます。
適用時期

2026年改正の主なポイント

2026年3月16日

スコープ3カテゴリー15

ファイナンスド・エミッション
ファイナンスド・エミッション以外のGHG排出

ファシリテーションに係る排出 保険に関連する排出 その他

デリバティブに係る排出

参考：ASBJ・SSBJオープン・セミナー2026資料 温室効果ガス排出の開示に対する改正案 P26

ファイナンスド・エミッション以外のGHG排出
（他の金融活動に関連するGHG排出）を除外できる（第56-2項）

デリバティブに係る
GHG排出を除外できる
（第56-2項また書き）

https://www.fasf-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/2/ssbj_20260305_01.pdf
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SSBJのサイト

サステナビリティ開示・保証の最新規制動向
日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ情報の開示・保証の規制に関する最新動向を取
りまとめています。

「温室効果ガス排出の開示に対する改正」の公表（2026年3月13日）
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